
 

○原子力災害対策特別措置法  （抜すい） 

（平成十一年十二月十七日法律第百五十六号） 

 

 

第一章 総則  

 

（目的）  

第一条  この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事

業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊

急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めること

により、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 （昭和三十二年法律第

百六十六号。以下「規制法」という。）、災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三

号）その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を

図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 

 

中略 

 

（原子力災害対策本部長の権限）  

第二十条  原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力

災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における権限の行使について調整をすること

ができる。 

 ２  原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域に

おける緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、

主務大臣に対し、規制法第六十四条第三項 の規定により必要な命令をするよう指示する

ことができる。 

 ３  前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の

緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため

特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関

係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関

の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定

公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることがで

きる。 


